
●1975年10月29日第３種郵便物認可  毎月1回10日発行● ISSN  0911-9396

関西労働者安全センター 〒540－0026  大阪市中央区内本町1－2－13 ばんらいビル602
ＴＥＬ.06－6943－1527　ＦＡＸ.06－6942－0278
郵便振替口座  00960－7－315742
近畿労働金庫梅田支店　普通  1340284
E-mail：koshc2000＠yahoo.co.jp
ホームページ：http：//www.geocities.jp/koshc2000/

2011. 12.10発行＜通巻第418号＞ 400円

10-11月の新聞記事から／45
表紙／全国労働安全衛生センター連絡会議第22回総会で

報告を行なう中地重晴氏（熊本学園大学）11月27日 北海道札幌市にて
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特集１／原発被ばく労働
　●緊急時被ばく管理は”間に合わせ”のまま
　　意味のない緊急時100への引き下げ
　　福島第一原発収束作業の被ばく管理
　●はつり屋さんも原発建設に従事
特集２／石綿被害の企業責任
　●退職者に団交権確定－最高裁初判断
　　『やっと対等に』－原告ら笑み
　●鉄道車両製造での石綿被害
　　東急車輛製造を相手取り、大阪地裁に提訴
●連載　それぞれのアスベスト禍　その19　古川和子
●アスベスト報道ダイジェスト 2011年10-11月
●韓国からのニュース
●前線から
 過労死等労災認定企業名の開示命じる　大阪
●2011年年末カンパへの絶大なるご協力を！
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いわゆる「福島第一原子力発電所緊急作業者」の被ばく線量 ＜東電公表資料（11月31日）より＞ 

 

３月 ４月 ５月 ６月 

区分（mSv） 
東電 

社員 

協力 

企業 
計 

東電 

社員 

協力 

企業 
計 

東電 

社員 

協力 

企業 
計 

東電 

社員 

協力 

企業 
計 

250超え 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200超え～250以

下 
1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150超え～200以

下 
19 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100超え～150以

下 
116 23 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50超え～100以下 340 262 602 10 41 51 3 3 6 0 0 0 

20超え～50以下 544 633 1177 61 515 576 14 255 269 7 117 124 

10超え～20以下 391 470 861 61 583 644 20 517 537 6 288 294 

10以下 241 695 938 491 1858 2349 245 1970 2215 173 1548 1721 

計 1658 2087 3745 623 2997 3620 282 2745 3027 186 1953 2139 

最大（mSv） 678.08 
238.4

2 

678.0

8 
98.63 87.14 98.63 64.53 53.45 64.53 40.66 45.27 45.27 

平均（mSv） 41.79 24.73 32.28 7.07 10.77 10.13 5.22 7.65 7.42 2.45 5.83 5.54 

総被ばく線量（人･

mSv） 
69288 51612 

12088

9 
4405 32278 36671 1472 20999 22460 456 11386 11850 

区分（mSv） ７月 ８月 ９月 10月 

250超え 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200超え～250以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150超え～200以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100超え～150以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50超え～100以下 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20超え～50以下 1 104 105 0 37 37 0 23 23 0 2 2 

10超え～20以下 14 258 272 0 89 89 0 113 113 1 2 3 

10以下 204 1548 1752 122 869 991 84 910 994 88 777 865 

計 220 1912 2132 122 995 1117 84 1046 1130 89 781 870 

最大（mSv） 50.79 50.81 50.81 7.98 39.40 39.40 1.90 34.73 34.73 10.24 21.43 21.43 

平均（mSv） 2.25 5.62 5.27 0.48 4.24 3.83 0.31 3.88 3.61 0.40 1.16 1.08 

総被ばく線量（人･mSv） 495 10745 11236 59 4219 4278 26 4058 4079 36 906 940 

 各月毎に新規に緊急作業に従事した作業者の10月末までの内部被ばく線量に外部被ばく線量を加算した累積値

（３月：3/11～9/30・４月：4/1～9/30・５月：5/1～9/30・６月6/1～9/30・７月7/1～9/30・８月：8/1～9/30・

９月：9/1～9/30・10月：10/1～10/31）の分布。 

 内部被ばくは11/21までにＷＢＣ測定をした作業者に限る。福島第一原発構外での作業者は集計の対象外。 

 最下欄の「総被ばく線量（人・mSv）は、平均被ばく線量×合計人数で、安全センターで付け加えたもの。 

 3～6月の新規入域者で連絡先不明者は16人。「該当者なし」が10人、「連絡がつかず」が6人。 
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平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止
規則の特例に関する省令の一部を改正する省令案の概要 
 
１ 趣旨 

・ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づく電離放射線障害防止規則（昭和47年労働
省令第41号。以下「電離則」という。）においては、原子力発電所における事故が発生した場
合等において緊急作業に従事する労働者の被ばく限度について100ミリシーベルトと定め、放
射線による労働者の健康障害の防止を図ってきた。 

・ しかしながら、東京電力福島第一原子力発電所（以下「東電福一原発」という。）における
災害の状況に鑑み、原子力災害の拡大を防止し、国民の安心を得るために、特にやむを得な
い場合であるとして、東電福一原発において緊急作業に従事する労働者の被ばく限度につい
ては、平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障
害防止規則の特例に関する省令（平成 23 年厚生労働省令第23号。以下「特例省令」という。）
の規定により、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げているところ（※１）。
（※１）被ばく線量の上限の引き上げにあたっては、 

① ICRP（国際放射線防護委員会）勧告では、重大事故等には人命救助を例外として約
500ミリシーベルトを超えないようにすべきとされていること 

② 被ばく線量が 250 ミリシーベルト以下では、急性期の臨床症状が明らかな知見が認
められていないこと 

を踏まえており、当該引き上げについては、文部科学省の放射線審議会からも妥当との答
申を得ている。 

・ 今般、東電福一原発における応急の作業の進捗により、原子力災害の拡大（敷地外への異
常な放射性物質の放出）を防止するための作業が限定されてきたことから、特例省令の一部
を改正し、緊急作業時の被ばく限度を250ミリシーベルトとする場合を厚生労働大臣が定める
場合に限定するための改正を行うもの。 

 
２ 改正内容 
（１） 緊急作業時の被ばく限度を 250 ミリシーベルトとする場合について、特にやむを得ない

緊急の場合で厚生労働大臣が定める場合（※）とするもの。 
（※）原子炉施設並びに蒸気タービン及びその付属施設又はその周辺の区域であって線量が１
時間につき0.1ミリシーベルトを超えるおそれのあるものにおいて次の①又は②に該当する
作業を行う場合とする（告示により定める。）。 
① 原子炉施設又は使用済燃料貯蔵設備の冷却機能の喪失等に対応するための応急の作業 

･･･ 具体的には、注水による冷却機能が、配管からの漏水、配管の詰まり、ポンプの故障、
制御弁の故障により著しく低下したとき又は失われたときにその機能を復旧するため
の作業を想定 

② 放射性物質の敷地外への放出を抑制する設備の機能の喪失等に対応するための応急の作
業 
･･･ 具体的には、 
ア 汚染水処理機能が、配管、弁等からの漏水、配管等の詰まり、ポンプの故障、制御
弁の故障等により著しく低下したとき又は失われたときにこの機能を復旧するための
作業を想定 

イ 汚染水や放射性物質が海洋、地下水、大気又は土壌に漏出することを防止する機能
が、海水循環浄化装置の故障、遮水壁の損傷、汚染物質保管コンテナの損傷等により
著しく低下したとき又は失われたときにこの機能を復旧するための作業を想定 

ウ 水素爆発の防止のための窒素封入機能が、配管からの窒素の漏出、配管の詰まり、
ポンプの故障、制御弁の故障等により著しく低下したとき又は失われたときにこの機
能を復旧するための作業を想定 

（２） 経過措置として、特例省令の改正の際現に東電福一原発において緊急作業に従事している
者には改正前の特例省令の規定が適用されるものするもの。 

 
３ 施行日 

今後、パブリックコメント手続及び関係審議会等に対する諮問等を経た後に、公布・施行す
る予定。 
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関西労災職業病2011.11,12 ;No.418 25

特集 / 石綿被害の企業責任
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